
公衆衛生分野の仕事

人と動物が安心できる
         心豊かなくらしを守る

薬務衛生課

① 福祉保健所の仕事
「食品衛生」

●食品販売・製造施設の食品営業の許可を行っています。
●営業施設に対し、HACCPに沿った衛生管理を推進しています。 
●食中毒を防止するために、営業者に対する衛生指導や講習会を行っています。
●食品表示や営業施設の監視を行い、違反がないか確認し指導しています。

安全で安心な食品を確保し、県民の健康を守るために、
業務を行っています。

｢動物愛護｣

●飼い主不明犬・猫の保護や飼えなくなった犬・猫の引き取りを行っています。
●犬及び猫の譲渡を行っています。 
●動物愛護週間行事等を通じ、県民に動物愛護精神の普及を行っています。
●犬・猫の飼い方講習会や犬のしつけ方教室を行い、飼養方法の啓発を行っています。
●小学校で動物愛護教室を行い、動物愛護、命の大切さについて授業を行っています。
●不必要な繁殖を防ぐため、飼い主のいない猫への不妊・去勢手術に対する
 助成を行っています。
●動物取扱業、特定動物飼養許可関連

人と動物が共に安心して暮らす社会を目指し、業務を行っています。



② 衛生環境研究所の仕事
●感染症に関するウイルスや細菌の検査・調査研究を行っています。 
●食品（微生物・残留農薬・アレルギー物質等）、医薬品等に係る検査・調査
 研究を行っています。
●大気、水質といった環境保全に関する監視・検査や調査研究を行っています。

県民の疾病の予防、健康の保持・増進等に係る調査研究及び
試験検査を行っています。

●牛や豚のと畜検査を行っています。検査で疾病にかかった獣畜の肉や内臓を
 排除します。
●精密検査では微生物学的検査（細菌、遺伝子等）、理化学検査（抗生・抗菌性 
 物質等）、病理学的検査を実施し、総合的に判断しています。 
●と畜場や食鳥処理場について、HACCPに沿った衛生管理を推進しています。  
●新食肉センターの設置 （令和11年度稼働予定）に向け、取組中です。

③ 食肉衛生検査所の仕事

安全な食肉が流通するために、食肉の検査を行っています。 

●公衆衛生分野での県として推進する事業の決定、予算確保、事業実施等を行います。
●法律の周知や運用を行います。そのため各関係省庁との調整も行います。
●現場対応や講習会開催等実地での業務も実施します。
●小動物管理センターの運営や譲渡促進事業、各種広報等を通して適正飼養を啓発しています。
●小動物管理センターにて簡易な診療業務を行っています。

●動物愛護センターの設置
 （令和９年度開所予定）に向け、
 獣医師の配置が求められています。 

④ 薬務衛生課の仕事

高知県の公衆衛生改善・向上のため
事業内容を決定・遂行する中枢機関です。



設置計画にも施設運営
にも獣医師の専門的な
知識が必要です。

２．動物の適正飼養・終生飼養の啓発の拠点

動物愛護センターの役割

社会全体へ動物愛護と動物福祉の理解を促進し、
人と動物の調和の取れら共生社会の構築を目指す

１．命を大切にする心を育てる場

動物福祉向上のために
動物達が自由にその種らしい行動を
発現し満たされた時間を過ごせる施
設を作り、適正飼養管理を体現
することと併せて、
獣医師が簡易な診療や不妊去勢
手術・動物の行動に関する専門的
な知識や技術が習得できる体制作
りを目指しています！

獣医師として動物の視点に立ち
人と動物が共に幸せに暮らせる社会を目指して

高知県では動物愛護センターの
設置に向けて準備を進めています！

３．収容動物の譲渡推進の拠点

４．多様な主体との連携・協働の拠点

５．災害時動物救護対策の拠点  
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獣医師がその知識と技術を
生かせる職場に。


